
 

○臼杵市歴史的景観保全に係る防火上の措置に関する条例施行規則 

平成２７年８月１日 

規則第２９号 

 

（用語） 

第１条 この規則において使用する用語は、臼杵市歴史的景観保全に係る防火上の措置に

関する条例（平成２７年臼杵市条例第２４号。以下「条例」という。）において使用する

用語の例による。 

（景観形成防火地区の指定の案の公告） 

第２条 条例第５条第１項（条例第８条において準用する場合を含む。）の規定により公告

する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 

（１）景観形成防火地区として指定しようとする土地の区域 

（２）景観形成防火地区の指定の案の縦覧の場所 

（認定の申請） 

第３条 条例第９条第１項の規定による認定を受けようとする者は、認定・変更認定申請書

（様式第１号）の正本及び副本に、それぞれ別表第１（１）の項から（３）の項までに掲

げる図書（同条第１項後段の規定による認定を受けようとする者にあっては、建築物の計

画の変更に係る図書に限る。）を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、建築物の建築等の工事の内容に応じ、同項の図書の

一部を省略し、又は変更することがある。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、認定又は不認定を決定し、認定通知

書又は不認定通知書に認定・変更認定申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に

交付する。 

（計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更） 

第４条 条例第９条第１項後段に規定する別に定める軽微な変更は、敷地面積の変更とす

る。 

（認定の基準） 

第５条 条例第９条第２項に規定する別に定める基準は、別表第２に掲げるとおりとする。 

（火災の発生を自動的に感知し、及び警報を発する設備） 

第６条 条例第１０条第１項第５号及び条例第１１条第１項第２号に規定する別に定める

ものは、次の各号に掲げるもののいずれかに、屋外に警報を発するための機能を付加した

ものとする。 

（１）住宅用火災警報器（警報器のうち、住宅の火災により生じる熱、煙又は炎を利用し



 

て火災を自動的に感知し、及び警報を発するものをいう。） 

（２）前号の設備と同等以上の性能を有する設備 

（公示の方法） 

第７条 条例第１４条第３項に規定する別に定める方法は、市役所の掲示場への掲示とす

る。 

（違反建築物の設計者等の通知） 

第８条 条例第１５条に規定する別に定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）条例第１４条第１項又は第２項の規定による命令（以下「命令」という。）に係る

建築物の概要 

（２）前号の建築物の設計者等に係る違反事実の概要 

（３）命令をするまでの経過及び命令後に市長が講じた措置 

（４）前３号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項 

２ 条例第１５条の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法、建設業法又

は宅地建物取引業法による免許、許可又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事に

対してするものとする。 

３ 前項の規定による通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しを

添えるものとする。 

（身分証明書） 

第９条 条例第１７条第２項に規定する身分を示す証明書は、様式第２号によるものとす

る。 

附 則 

この規則は、平成２７年８月１日から施行する。 

  



 

別表第１（第３条関係） 

区分 図書 明示すべき事項 

（１） 付近見取図 方位、道路、目標となる地物及び都市計画法第２章の規定によ

り定められた地域地区の境界線 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線及びその明示方法、敷地内における

建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との

別、敷地が接する道路の位置及び幅員並びに隣接する建築物の

用途及び概要 

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、面積並びに壁、開口部及び

防火戸の位置（工場にあっては作業場の位置並びに機械設備等

の位置及び名称を、危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築

物にあっては危険物の貯蔵又は処理の位置を含む。） 

２面以上の立

面図 

縮尺、開口部及び防火戸の位置並びに外壁及び軒裏の構造及び

仕上材料 

２面以上の断

面図 

縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の

高さ並びに建築物の高さ 

（２） 矩計図 縮尺、建築物の各部の寸法及び材料 

（３） 仕上げ表 屋根、軒裏、外壁並びに室内の仕上げの材料の種別及び厚さ 

備考 

１ 第３条第１項の規定による認定の申請にあっては、各階平面図には条例第１０条第１

項第３号に規定する開口部の構造及び同項第５号に規定する設備の位置を明示するとと

もに、２面以上の立面図には同項第３号に規定する開口部の構造を明示しなければなら

ない。 

  



 

別表第２（第５条関係） 

１．臼杵市景観計画に定める町家・平清水エリア内 

基準 

（１）町並みの連続性を確保するため、周辺の建物と壁面を揃えること 

やむを得ず壁面線を後退させる場合は、地域の伝統様式にならった塀等または景

観に配慮した囲障を設置して通りの連続性の維持を図ること 

（２）建物の規模・高さは、周辺の建物に合わせること 

３階以上の部分は、前面道路からセットバックし通りの圧迫感を軽減すること 

（３）軒高、庇の高さを現在の町並みに合わせ景観の連続性の維持を図ること 

（４）勾配屋根とし和瓦とすること 

（５）外壁には時間とともに風合いの増す素材を用いること 

（６）門・塀を設置する場合、周辺の伝統様式にならうこと 

その他の囲障を設ける場合は、臼杵石や竹林等の自然素材を極力使用すること 

２．臼杵市景観計画に定める武家屋敷・寺町エリア内 

基準 

（１）現在、壁面線が３ｍ以上後退している建物は、これを維持すること 

（２）建物の規模・高さは、周辺の建物に合わせること 

３階以上の部分は、前面道路からセットバックし通りの圧迫感を軽減すること 

（３）町屋のまとまりのある通り沿いは、軒高、庇の高さを現在の町並みに合わせ景観の

連続性の維持を図ること 

（４）勾配屋根とし和瓦とすること 

（５）外壁には時間とともに風合いの増す素材を用いること 

（６）門・塀を設置する場合、周辺の伝統様式にならうこと 

その他の囲障を設ける場合は、臼杵石や竹林等の自然素材を使用すること 

３．上記のエリアごとの基準への適合は、周辺の町並みに調和していればこの限りではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第１号（第９条関係） 

 年  月  日 

（あて先）臼杵市長 

認定（変更認定）申請書 

 

住所 

氏名                          印 

電話 

臼杵市歴史的景観保全に係る防火上の措置に関する条例第９条第１項の規定により 

□ 認定 

□ 変更認定 

 

建 

築 

物 

の 

概 

要 

所在地 臼杵市 

用途 

（区分   ） 

 

 

工事種別 

□新築 □増築 

□改築 □移転 

□大規模の修繕 

□大規模の模様替え 

最高の高さ  
最高の軒の

高さ 
 

主要構造部の

構造 
 

屋根の構造

及び仕上げ 
 

外壁の構造及

び仕上げ 
 

軒裏の構造

及び仕上げ 
 

構造又は意匠

に関するその

他の特記事項 

 

敷地面積  平方メートル 

建築面積  平方メートル 

床 

面 

積 

階別 階 階 階 合計 

申請部分  
平方メ

ートル 
 

平方メ

ートル 
 

平方メ

ートル 
 

平方メ

ートル 

申請以外の 

部分 
 

平方メ

ートル 
 

平方メ

ートル 
 

平方メ

ートル 
 

平方メ

ートル 

合計   
平方メ

ートル 
 

平方メ

ートル 
 

平方メ

ートル 
 

平方メ

ートル 

を申請します。 



（裏面） 

設計者 

 

住所又は所在地  

氏名 

電話    -    - 

資格  級建築士   

登録第    号 

建築士事務所名 

電話    -    -  

登録  級建築士事務所 

  知事 登録第    号 

工事監理者 

 

住所又は所在地  

氏名 

電話    -    -  

資格  級建築士   

登録第    号 

建築士事務所名 

電話    -    -  

登録  級建築士事務所 

  知事 登録第    号 

工事施工者 

 

住所又は所在地  

氏名（法人にあっては名称及び代表者名） 

 

電話     -    -  

□国土交通大臣 

□知事 
許可（    ）第     号 

着工予定年月日 年  月  日 

注１ 該当する□には、レ印を記入してください。 

 ２ 申請に係る建築物の数が２以上のときは、それぞれ申請書を提出してください。 

 ３ 用途の欄は、建築基準法施行規則別紙の表の用途の区分に従い、対応する記号を記

入したうえ、その内容をできるだけ具体的に記入してください。 

 

＜臼杵市記入欄＞ 

受付欄 認定・不認定の別 認定番号欄 

年  月  日 

第      号 

認 定 

不 認 定 

年  月  日 

第      号 

特 記 事 項  

（条件など） 
 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明する 

年 月 日 

 臼杵市長        印 



 

様式第２号（第９条関係） 

第     号  

  

身分証明書 

  

 所属 

 職名 

 氏名 

  年  月  日生  

  

上記の者は、臼杵市歴史的景観保全に係る防火上の措置に関する条例第１７条第１項の

規定により立入調査、立入検査又は質問を行う職員であることを証明します。 

  

      年  月  日 

  

臼杵市長            印  

 

 


